
令和８年度（令和７年中所得）　　市民税・県民税申告書
現住所

確認番号

生年月日 電話番号

代理人

個人番号（マイナンバー）

氏名

フリガナ

 1月1日
の住所

申

告

者

は
い

い
い
え

い
い
え

い
い
え

いいえ

はい

はい

はい

日頃より格別のご理解ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
下記フローチャートを確認の上、申告が必要な方は、この手引きをお読みいただき、申告書に必要事項をご記入の
上、ご提出くださるようお願いします。このフローチャートは一般的なもので、状況によってはあてはまらないことが
あります。
なお、市民税・県民税は前年中の所得に対して課税されます。令和８年度の申告書には、令和７年１月１日から令和
７年１２月３１日までの１年間に得た収入・所得を記入してください。

①令和８年１月１日現在の住所は
佐倉市ですか？

令和８年１月１日現在の住所地での手続き
となります。

確定申告書を提出される方は、市民税･県民
税申告書を提出する必要はありません。

市民税･県民税申告書の提出は必要ありませ
ん。
※ただし、源泉徴収票に記載された内容の
修正や記載されていない控除(社会保険料
控除、生命保険料控除、扶養控除、障害
者控除、医療費控除等)を追加される方は
申告が必要となります。

②確定申告書を提出済み又は提出
予定ですか？

③前年中(令和７年１月１日～令
和７年１２月３１日)の収入が
公的年金のみですか？

市民税・県民税申告書の提出が必要です。
(確定申告をされていない方で、公的年金・給与以外の所得のある方）

④前年中(令和７年１月１日～令
和７年１２月３１日)の収入が
給与のみ、又は、公的年金＋給
与のみの方ですか？
※給与収入がある方で勤務先から
市に給与支払報告書が提出され
ていない場合は、申告が必要と
なります。給与支払報告書の提
出の有無、勤務先へ確認してく
ださい｡

令和８年度　市民税・県民税申告の手引き

１．申告の対象となる方
　令和８年１月１日現在、佐倉市にお住まいの方で、確定申告をされる方、または、給与所得のみで、勤務先から佐倉
市に「給与支払報告書」が提出されている方を除きます。
　フローチャートを参考に、ご自身が市民税・県民税の申告を行う必要があるかご確認ください。
※公的年金等の収入が４００万円以下・給与以外の所得が２０万円以下で確定申告の申告義務がない場合でも、市民
税・県民税においては、それらの所得を含めたもので申告が必要です。特に各種報酬や一般株式の配当等は市民税・県
民税が源泉徴収されていないため、申告が必要となります。
　また、収入が公的年金等のみで、確定申告をされない方でも、市民税・県民税申告書おもて面「３　所得から差し引
かれる金額に関する事項」（医療費控除・障害者控除・扶養親族等）に該当する項目がある場合は、当申告書を提出し
てください。

２．令和７年中に収入がなかった方(収入が遺族年金・障害年金のみの方もこちらをご覧ください)

令和７年中に収入がなかった方でも、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定や非課税証明
書の交付、就学援助・国民年金の免除・公営住宅の入居等の各申請に必要なため、申告書の提出をお願いします｡

＜記入手順＞
Ａ）申告書おもて面中段「申告者」欄を記入してください。

全ての方が必ず
記入してください

記入不要

令和７年中に収入がなかった方は、
該当番号に○をし、必要事項の記入を
お願いします。

Ｂ）申告書うら面「１５　収入のなかった方の記入欄」に記入してください。

Ｃ）申告書おもて面「３　所得から差し引かれる金額に関する事項」の人的控除に該当する項目があれば記入
してください。（項目は以下のものです。寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・障害者控除・配偶者
控除（配偶者特別控除）・扶養控除・特定親族特別控除・年少扶養控除）

提出・お問い合わせはこちらへ
〒２８５-８５０１　千葉県佐倉市海隣寺町９７番地
佐倉市役所　市民税課　市民税班　☎０４３（４８４）６１１５
※所得税の確定申告については成田税務署　☎０４７６（２８）５１５１

① ②
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非課税 メモ欄

令和８年度（令和７年中所得）　　市民税・県民税申告書

※グレーの部分は記入しないでください。

現住所
確認番号

生年月日 電話番号

代理人

個人番号（マイナンバー）

氏名

フリガナ

 1月1日
の住所

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰⑱

⑲⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

円

不 動 産

利 子

配 当

給 与

業 務

そ の 他

短 期

長 期

雑

事

業１

収

入

金

額

等

２

所

得

金

額

等

４

　所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

総
合
譲
渡

一 時

土地・株式・先物・山林

寡婦・ひとり親控除

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

営 業 等

公的年金等

農 業

不 動 産

利 子

配 当

給 与

合 計

業 務

そ の 他
雑

事

業

総合譲渡・一時

土地・株式・先物・山林

営 業 等

合計（⑦＋⑧＋⑨）

公的年金等

農 業

勤労学生・障害者控除

小規模企業共済等
掛 金 控 除

配 偶 者 控 除

配偶者特別控除

扶 養 控 除

特定親族特別控除

基 礎 控 除

雑 損 控 除

医 療 費 控 除

控 除 合 計

３ 　 所 得 か ら 差 し 引 か れ る 金 額 に 関 す る 事 項

⑭
小規模企業
共済等掛金控除

㉑㉒
配偶者控除・
配偶者特別
控除・同一
生計配偶者

⑯
地震保険料
控 除

⑲
勤労学生控除

⑱ ひとり親
控 除

生年
月日

生 年

月 日

明・大・昭・平

年　　月　　日

明・大・昭・平

年　　月　　日

⑬
社会保険料

控 除

⑳
障害者控除

㉓㉔
扶養控除・
特定親族特別
控除

⑰
寡 婦 控 除

⑮
生命保険料

控 除

円

円

円

円

級

（学校名）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

1 死別 ・ 3 生死不明

2 離別 ・ 4 未帰還

氏名
手帳などの
等級

身体・精神・療育 障害の程度 普通・特別

普通・特別障害の程度

配偶者の合計所得金額

身体・精神・療育

同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く。）

手帳などの
等級

氏名

氏名

氏名

個人番号

※別居の扶養親族
等がいる場合に
は、うら面 [11]
もご記入くださ
い。

※扶養控除等を申告

しない場合、㉓㉔
扶養控除等の欄に

は、記入しないでく

ださい。

（平成 22 年

1 月 1 日以

前に生まれ

た方）

㉙
年少扶養

控除

㉗
医療費

控除

配当割額・株式等譲渡所得割額

寄附金税額控除

※別居の年少扶養
親族等がいる場
合には、うら面
[11] もご記入く
ださい。

※年少扶養控除を申

告しない場合、㉙
年少扶養控除の欄

には、記入しないで

ください。

※医療費控除・セルフメディケーション税制（医療費

控除の特例）は、どちらか一方のみ申告できます。

※セルフメディケーション税制を選択される方は右に

○をしてください。

（平成 22 年

1 月 2 日以

降に生まれ

た方）

個人番号

円 円

円

級

該
当
に
○

同居

非同居

国外

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

生年

月日

明・大・昭・平

年　　月　　日
氏名

個人番号

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

生年

月日

明・大・昭・平

年　　月　　日
氏名

個人番号

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

生年

月日

平成・令和

年　　月　　日
氏名

個人番号

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

生年

月日

平成・令和

年　　月　　日
氏名

個人番号

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

生年

月日

平成・令和

年　　月　　日
氏名

個人番号

配当割額 株式等譲渡所得割額

佐倉市条例分千葉県条例分
住所地の共同募金会・日赤支部分・
都道府県・市町村分（特例控除対象外）

都道府県・市町村分
（特例控除対象）

該
当
に
○

同居

非同居

国外

支払った金額 特例なら○保険金などで補てんされる金額

続柄

合計所得金額

合計所得金額

合計所得金額

損害の原因

損害金額

損害年月日

損害を受けた資産の種類

給与から差引き　・　自分で納付

差引損失額のうち災害関連支出の金額

保険金などで補てんされる金額

年 月 日
円 円

円 円

円円円円

５　給与所得及び公的年金等に係る所得
　　以外の市民税・県民税の納税方法

給与・年金から引かれた金額 国民健康保険料（税）

国民年金保険料介護保険料

支払掛金

該当の番号を記載

後期高齢者医療保険料

その他（任意継続等）

新生命保険料

旧生命保険料

地震保険料控除の計 旧長期損害保険料の計

旧個人年金保険料

新個人年金保険料 介護医療保険料

※社会保険料は各項目で重複のないようご記入下さい。

※申告者以外の方は年金・給与から天引されている
社会保険料は、控除できません。

※生命保険料は各

種別の合計額を

お書きください。

㉖ 雑 損 控 除

申

告

者

佐倉市海隣寺町９７番地

佐倉市海隣寺町９７番地

佐倉　太郎

佐倉　花子

佐倉　良子

佐倉　良子

サクラ　タロウ
１２３４５６７８９０１２
０４３（４８４）６１１

Ｓ２６.８.５

１２３４５６７８９０１２

２３４５６７８９０１２３

５２４,６９６
３,６７２,２４４

８００,０００

０
２,４７９,１８３

８０,０００
２,５５９,１８３

３０５,７７０ ７０,３３０

５８ ６ １５

２７ ３ ２０

子 ０

０

２

１２０,０００１９８,４５０

２４５,０００ ３８,５６４

３．申告書おもて面の記載事項について
申告書おもて面の項目ごとの具体的な説明を記載しています。

記入不要

何も記入しないでください

何
も
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い

「１　収入金額等｣､「２　所得金額等」の記入欄
　所得金額とは、収入金額から必要経費等を差し引いた金額です。
収入金額と所得金額は必ずセットで記入してください。
●給与所得のある方（収入：カ、所得：⑥）
　「令和７年分給与所得の源泉徴収票」の「支払金額（給与収入金額)」の額を
カに、「給与所得計算後の金額（A表計算後の金額)」を⑥に記入してくださ
い。所得金額調整控除のある方は、その控除額を含めて計算します。

●公的年金等に係る雑所得のある方（収入：キ、所得：⑦）
　厚生年金・国民年金・各種共済年金・企業年金等、公的年金等に係る所得は
「雑所得」に該当します。この所得がある方は、年金支払者（日本年金機構
等）より送付された「令和７年分公的年金等の源泉徴収票」をもとに、公的年
金等の収入金額の合計を計算し、キに記入してください。また、Bの表にて、
公的年金等の雑所得金額を計算し、⑦へ記入してください。
※雑所得（業務・その他）がある方は、それらの所得額との合計額を⑩に記入してください。
※遺族年金や障害年金は非課税所得ですので、その金額は記入しないでください。

⑬社会保険料控除
　公的年金等の源泉徴収票に記載のある社会保険料の金額を「給与・年金から
引かれた金額」に記入します。また、国民年金保険料控除証明書（あるいはそ
の領収書）を確認し、「国民年金保険料」に記入してください。
⑮生命保険料控除
　生命保険料控除証明書を確認し、保険契約の種別ごとに申告額を記入してく
ださい。
⑳障害者控除
　障害者手帳を確認し、名前と手帳の等級等を記入します。
㉑配偶者控除
　扶養している配偶者の名前・生年月日・所得金額・個人番号（マイナン
バー）を記入してください。また、同居・非同居・国外の該当項目を〇で囲ん
でください。
㉓㉔扶養控除・特定親族特別控除
　扶養している親族の名前・生年月日・続柄・個人番号（マイナンバー）・所
得金額を記入してください。同居・非同居・国外の該当項目を〇で囲んでくだ
さい。
㉗医療費控除
　明細書をもとに、令和７年中に支払った医療費の合計額を「支払った金額」
に、生命保険会社から支払われた補てん金を「保険金などで補てんされる金
額」へ記入してください。

≪以下の所得がある方は裏面の記入も必要です≫
●事業所得（営業等所得）（収入：ア、所得：①）
●不動産所得（収入：ウ、所得：③）
　申告書うら面「７　事業（営業等）・不動産所得に関する事項」で、収入金
額・必要経費・専従者給与（控除）額・青色申告特別控除額から所得金額を計
算し、収入金額、所得金額を申告書おもて面に記入してください。
事業専従者の方がいる場合は、うら面「１２　事業専従者に関する事項」も記
入してください。
●事業所得（農業所得）（収入：イ、所得：②）
　別紙「収支内訳書・収支内訳明細書（農業所得用）」に記入し、収入金額を
イ、所得金額を②に記入してください。
●雑所得（業務・その他)(収入：ク、ケ、所得：⑧・⑨）
　ほかのどの所得にも該当しない所得で、生命保険契約に基づく個人年金や原
稿料、シルバー人材センターの配分金等がある場合に記入してください。申告
書うら面「９　雑所得（公的年金以外）に関する事項」に記入し、収入金額
（業務）をク、所得金額（業務）を⑧、収入金額（その他）ケ、所得金額（そ
の他）を⑨に記入します。⑦～⑨の合計金額を⑩に記入してください。
●一時所得（収入：シ、所得：⑪）
　生命保険の満期金や解約一時金、懸賞当選金、競馬等の払戻金による所得が
ある場合に記入します。申告書うら面「１０　総合譲渡・一時所得の所得金額
に関する事項」の一時所得の欄に記入し、収入金額から必要経費、特別控除５
０万円を差し引いた金額をシ、その額の１/２した金額を⑪に記入してください｡

勤務先の給与から毎月市民税・県民税を天引きされている方で、給与以外の所得がある時は、納税
方法の選択をしてください。なお、６５歳以上の方については、公的年金等の雑所得に係る市民税・
県民税については原則年金天引きとなり、徴収方法を変更することはできません｡

●配当割額・株式譲渡所得割額の控除を受ける方へ
特定配当に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額等に含め、

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、各欄に配当
割額及び株式等譲渡所得割額を記入してください。
●寄附金税額控除を受ける方
「都道府県・市町村分（特例控除：ふるさと納税等)｣、｢住所地の共同募金

会・日赤支部分・都道府県・市町村分（特例控除対象外)」は当該団体への寄附
金額を記入してください。「千葉県条例分｣、｢佐倉市条例分」は、条例で指定
された寄附金を支出した場合に記入してください｡

【記入例】
申告書に記載の数字は下記をもとに計算したものになります。

【収 入】
Ⓐ給与　５２４,６９６円
Ⓑ公的年金等　３,６７２,２４４円
Ⓒ個人年金　８００,０００円（経費７２０,０００円）

【控 除】
Ⓓ妻・子の扶養
Ⓔ子の障害者控除（身体障害者手帳２級）
Ⓕ公的年金から天引きされた社会保険料　２４５,０００円
Ⓖ子の国民年金保険料　１９８,４５０円
Ⓗ生命保険料
　種別・申告額：旧生命保険一般　１２０,０００円
　　　　　　　　介護医療保険　　　３８,５６４円
Ⓘ医療費　３０５,７７０円
　生命保険会社より一部補てん金　　７０,３３０円

【申告に必要なもの】
Ⓐ～Ⓘは左記の収入と控除がどの資料に記載されているかに対応しています。
・源泉徴収票（給与Ⓐ、公的年金等ⒷⒻ）
・個人年金の支払証明書Ⓒ
・申告者・妻・子の個人番号（マイナンバー）のわかる通知カードやマイナン
バーカードⒹ

・子の障害者手帳Ⓔ
・国民年金保険料控除証明書（またはその領収書）Ⓖ
・生命保険料控除証明書Ⓗ
・医療費控除の明細書Ⓘ

給与収入金額　カ 給与所得金額　⑥

６５１,０００円未満

 ６５１,０００～１,９００,０００円

１,９００,００１～３,６００,０００円

３,６００,００１～６,６００,０００円

６,６００,００１～８,５００,０００円

８,５００,００１円以上

０円

給与等の収入金額－６５０,０００円

A×２.８－　８０,０００円

A×３.２－４４０,０００円

給与収入等合計額×0.９－１,１００,０００円

給与収入等合計額－１,９５０,０００円

算出所得金額：A＝給与収入等÷４
（１,０００円未満は切り捨て）

生年月日
１,０００万円以下の場合 ２,０００万円を超える場合１,０００万円を超え

２,０００万円以下の場合

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
公的年金等の収入金額 キ

Ｓ３６.１.１以前
生まれの方
（６５歳以上の方）

Ｓ３６.１.２以降
生まれの方
（６５歳未満の方）

３,３００,０００円未満

３,３００,０００円以上 ４,１００,０００円未満

４,１００,０００円以上 ７,７００,０００円未満

７,７００,０００円以上１０,０００,０００円未満

１０,０００,０００円以上

１,３００,０００円未満

１,３００,０００円以上 ４,１００,０００円未満

４,１００,０００円以上 ７,７００,０００円未満

７,７００,０００円以上１０,０００,０００円未満

１０,０００,０００円以上

収入金額

収入金額×７５％

収入金額×８５％

収入金額×９５％

収入金額

収入金額

収入金額×７５％

収入金額×８５％

収入金額×９５％

収入金額

－１,１００,０００円

－  ２７５,０００円

－  ６８５,０００円

－１,４５５,０００円

－１,９５５,０００円

－  ６００,０００円

－  ２７５,０００円

－  ６８５,０００円

－１,４５５,０００円

－１,９５５,０００円

収入金額

収入金額×７５％

収入金額×８５％

収入金額×９５％

収入金額

収入金額

収入金額×７５％

収入金額×８５％

収入金額×９５％

収入金額

－１,０００,０００円

－  １７５,０００円

－  ５８５,０００円

－１,３５５,０００円

－１,８５５,０００円

－  ５００,０００円

－  １７５,０００円

－  ５８５,０００円

－１,３５５,０００円

－１,８５５,０００円

収入金額

収入金額×７５％

収入金額×８５％

収入金額×９５％

収入金額

収入金額

収入金額×７５％

収入金額×８５％

収入金額×９５％

収入金額

－  ９００,０００円

－  ７５,０００円

－  ４８５,０００円

－１,２５５,０００円

－１,７５５,０００円

－  ４００,０００円

－  ７５,０００円

－  ４８５,０００円

－１,２５５,０００円

－１,７５５,０００円

A

B

③ ④
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